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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和４年１１月２５日（金）、本庁舎８階８－１会議室・

８－２会議室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 １番 井 上 哲 夫 １５番 落 合 喜 治 

 ２番 三 上 健 一 １６番 北 村 利 夫 

 ３番 井 出 茂 康 １７番 吉 川   誠 

 ４番 齋 藤 義 治 １８番 櫻 井 一 雄 

 ５番 小 林 正 幸 １９番 宮 治 時 男 

 ７番 上 田 洋 子 ２０番 佐 川 俊 夫 

 ８番 加 藤 義 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

９番 田 代 惠美子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉 原   豊 ２５番 福 岡 則 夫 

１１番 山 口 貞 雄 

１３番 西 山 弘 行 

１４番 漆 原 豊 彦 

 

欠席委員は、次のとおり 

 ６番 飯 田 芳 一 ２２番 澤 野 孝 行 

１２番 加 藤   登 ２３番 平 川 勝 昌 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり 

事務局長 村 山 勝 彦 主 幹 草 柳 真 治 上級主査 大 西 裕 輝 

事務職員 松 下 翔太郎 
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ５４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ２ 議案第 ５５号 農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ５６号 農地法第５条の規定による許可申請について  

日程第 ４ 議案第 ５７号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について  

日程第 ５ 議案第 ５８号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ６ 議案第 ５９号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ７ 報告第 １５号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ８ 報告第 １６号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時３５分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、大変お待たせいたしました。定刻を大分過

ぎておりますが、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開催いたします。 

 本日の委員の出席状況を申し上げます。農業委員の総数２５名、出席者数２

１名でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、何か

とお忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 今年度は、生産緑地指定からちょうど３０年を経過いたしまして、特定生産

緑地への変更の年でございました。不動産業界、あるいは建設業協会は、かな

り２０２２年問題ということで騒いでおりましたが、藤沢市の場合は９０％以

上が特定生産緑地へ継続したということで、藤沢市内では２０２２年問題は起

こらなかったということでございます。  

 今回、生産緑地が一時的に解除されまして、土地がダブつくのではないかと

いうことがかなり言われておりました。そういうこともなく、藤沢市内でも、

きのうの時点で約８９ha が生産緑地ということでございます。藤沢市内で一番

多かったときには１０９ha あったわけですが、それが年々、相続や故障の関係

で少しずつ減ってきまして、現在、８９ha が生産緑地として登録されておりま

す。 

 生産緑地になりますといろいろな特典はありますが、かなり縛りもございま

すので、躊躇される方も結構いるようでございますが、税金の面ではかなり優

遇されているということで、いろいろ利用していただきたいなと思っておりま

す。 

 それを追加を指定する場合には、毎年、追加をしているんですが、昨日行わ

れまた都市計画審議会の中でもちょっと意見を申し上げたんですが、年間、申

込期間というのは１カ月ぐらいしかないんですね。ですから、この１カ月の期

間をもう少し長く延ばせないかということで要望してまいりました。毎年、追
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加ということでいろいろ手配をしているんですが、なかなか増えないというこ

とも現状でございます。ぜひともこういう優遇政策がありますので、利用して

いただきたいなと思っています。  

 それでは、１１月の総会を開会いたします。 

 よろしく御協力のほどをお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、これより議事に入りますが、藤沢市農業委

員会総会会議規則第５条の規定に基づきまして、齋藤会長に議長をお願いいた

します。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局（草柳主幹） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） それでは、会議を開催いたします。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、９番、田代惠美子

委員と１０番、吉原豊委員の御両名にお願いをいたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 日程第１、議案第５４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、事務局から御説明させていただきます。 

 地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

１人。所有面積、耕作面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、用田２筆。地目、田現況畑。地積、合計３４９．９１㎡。権

利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営効率化のため。

譲渡人、譲受人の要望による。  

 番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３人。所有面積、耕作
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面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、宮

原。地目、畑。地積、１５６㎡。権利の種類、贈与による所有権移転。申請理

由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。 

 番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、５人。所有面積、耕作

面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、遠

藤、２筆。地目、いずれも畑。地積、合計１，０８９㎡。権利の種類、売買に

よる所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受

人の要望による。 

 以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

 それでは、番号１について意見を求めます。 

 １６番、北村委員。 

１６番（北村利夫委員） 資料は１ページをお開きください。 

 本件の申請地は、目久尻川にかかる「用田橋」から南東に約１５０ｍの土地

になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

 譲受人は、用田などで露地野菜の生産等により農業経営を行っています。  

 このたび、農業経営効率化を図るため、利用権で借り受けていた当該農地を

新たに取得するとのことです。 

   申請地については、ホウレンソウ・ネギ・ブロッコリーを生産する計画です。 

 地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 
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 １７番、吉川委員。 

１７番（吉川誠委員） 資料は４ページをお開きください。 

 本件の申請地は、県道丸子・中山・茅ヶ崎線にございます「宮原」交差点か

ら南西に約３００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人の代理人と面談いたしました。 

 譲受人は、宮原で植木の生産等により、農業経営を行っております。 

 このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

   申請地につきましては、植木を生産する計画です。 

 地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

 １８番、櫻井委員。 

１８番（櫻井一雄委員） 資料は６ページをお開きください。  

    本件の申請地は、市道大庭・獺郷線にある「刈込」交差点から南西に約１５

０ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  

    譲受人は、遠藤で果樹の生産等により、農業経営を行っています。 

    このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

    申請地については、ブドウ・ナシ・カキを生産する計画です。 

    地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

    議案第５４号について、許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５４号について、許可することに決定をい

たします。 

 次に移ります。 

 日程第２、議案第５５号「農地法第４条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、御説明させていただきます。  

    地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、

記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地番、用田。地目、畑。

地積、９５５㎡のうち７５５．９８㎡。転用目的、貸車両置場。立地基準、第

３種農地。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。 

 事務局からの説明は以上となります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

 それでは、番号１について意見を求めます。 

 １６番、北村委員。 

１４番（北村 利夫委員） 資料は８ページをお開きください。 

 本件の申請地は、県道藤沢・厚木線にある「用田」の交差点から西に約１３

０ｍの土地になります。 

 農地の区分は、前面が建築基準法の道路があり、水道管及び汚水管が埋設さ

れており、近隣に御所見市民センターと用田東原公園があるため、「第３種農
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地」と判断いたしました。 

 要望者は、中古車販売業等を営んでおり、事業規模拡大等により新たに車両

置場としての敷地を探していて、既存の販売店・展示場の近隣にある申請地を

適地であると判断したとのことです。  

 土地所有者である申請者は、要望者から申請地の賃借の要望を受け、自ら車

両置場造成し、賃貸するものです。  

 申請地は、北側が自己所有の農地、東側が私道、西側が宅地、南側が県道と

なっております。 

 東側の私道に出入口を設け、北側、南側、西側の境界には２段のコンクリー

トブロックを設置し、土砂等の流出を防ぎます。  

 また、敷地内は、転圧の上、砕石敷きとし、雨水は敷地内浸透処理とします。 

 地区協においては、申請者の代理人と面談し、周囲の宅地や道路に影響がな

いよう十分配慮することなどについて指導しました。  

 以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第５５号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５５号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

 日程第３、議案第５６号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、説明をさせていただきます。 
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 地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左

人。当該農地、地番、獺郷、２筆。地目、いずれも畑。地積、合計３６３．１

２㎡。内容、賃借権設定、資材置場。農用地区域除外日、当初より。農地種別、

第３種農地。 

 続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号２。譲受人、住所氏名、記載の

とおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、記載のとおり。住所氏

名、同左人。当該農地、地番、善行四丁目。地目、畑。地積、６３３㎡。内容、

所有権移転、資材置場。農用地区域除外日、平成１５年２月２４日。農地種別、

第３種農地。 

 以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

 それでは、番号１について意見を求めます。 

 ８番、加藤義一委員。 

８番（加藤義一委員） 資料は１０ページをお開きください。 

 本件の申請地につきましては、藤沢市獺郷にあります「中里小学校」から西

に約２００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、建築基準法の道路に接しており、水道管及び汚水管が埋設さ

れており、近隣には中里小学校と湘南ごしょみ眼科があるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

    譲受人は、土木工事等を営んでおり、事業規模拡大により、現在、使用して

いる資材置場では手狭になることから、規模の見合う適地を探しており、規模

的にも都合がよく、事務所からのアクセスもよいため、申請地が適地であると

判断したとのことです。 

    申請地は、北側が畑、東側が道路、西側は雑種地及び住宅、南側は住宅にな

ります。 

    出入口は東面で、それ以外の部分については、単管パイプ及び地上高約４０

㎝になるよう土留鋼板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。 
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    敷地内は砕石敷きにして転圧処理し、雨水については敷地内浸透処理としま

す。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地や道路に影響

がないよう十分配慮することなどについて指導しました。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

    ２４番、神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 資料は１２ページをお開きください。 

 本件の申請地は、「善行中学校」から北東に約３５０ｍの土地になります。 

    農地の区分は、前面が建築基準法の道路であり、水道管及び汚水管が埋設さ

れており、近隣には善行中学校と善行森の幼稚園があるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

    譲受人は、不動産業・土木工事業等を営んでおり、今まで下請業者に解体作

業・造成工事等で必要となる機材・材料を用意させていましたが、自社で確保

することにより利益の拡大を図ることを目的とし、事務所からのアクセスもよ

い申請地を適地と判断したとのことです。  

    申請地の東側は用水路、西側は道路、北側は宅地、南側は資材置場となって

います。 

    北側と南側の境界は、既存の土留の擁壁等を利用し、東側の水路との境界に

は新たに土留鋼板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。  

    敷地内は砕石敷きにして転圧処理し、雨水については敷地内浸透処理としま

す。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、隣接する宅地や水路等に影響

がないよう十分配慮することなどについて指導しました。 
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    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第５６号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５６号について、承認することに決定をい

たします。 

 次に移ります。 

 日程第４、議案第５７号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、御説明させていただきます。 

 地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、

住所氏名、記載のとおり。特例農地、葛原と宮原の農地となっております。地

目、葛原の農地の２筆が宅地現況畑。それ以外、全て畑。宮原の農地は全て畑

となっております。地積、合計１万８，４４３．２３㎡。区域区分、葛原の農

地の３筆が調整区域。残り全て農振農用地。宮原の農地２筆がいずれも調整区

域の農地となっております。相続開始年月日、令和４年５月１７日。経営面積、

１万８５７．７９㎡。現地確認日、令和４年１１月１６日。 

 以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １４番、漆原委員。 

１１番（漆原豊彦委員） 本件につきましては、令和４年１１月１６日に、事務局と

上田委員及び私、漆原で現地確認を行いました。 
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 現地の状況といたしましては、一部で作付け準備中、その他は、ブロッコリ

ー・サトイモ等を栽培中であり、適正に肥培管理されておりました。 

 なお、１３筆については、利用権設定により貸し付けを行っています。  

 以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第５７号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５７号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

 日程第５、議案第５８号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第５、議案第５８号「農業経営基盤

強化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただき

ます。 

    番号１は、葛原で４９１ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号２は、遠藤で２０ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号３は、西俣野を中心に２４ａを耕作する方の更新借受分です。本件は、

先月、更新の予定でしたが、申請が遅れたため、新規案件として記載しており

ます。 

    番号４及び番号５は、大庭で２９ａを耕作する方の更新借受分です。  

    なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 
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    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について、意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

    議案第５８号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５８号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

 日程第６、議案第５９号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第６、議案第５９号「農地中間管理

事業に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て」、説明させていただきます。 

    本件につきましては、農地中間管理機構である公益社団法人神奈川県農業公

社が農地を貸し付けるため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の

２の規定に基づき、神奈川県知事の同意を得た上で、農用地利用集積計画案を

作成したものです。 

 番号１は、亀井野と西俣野で９６ａを耕作する方の新規借受分で、当該地で

は、サトイモを作付けする予定となっております。 

 番号２は、このたび、法人が新規に借り受けるもので、資料は１４ページを

ごらんください。 

 当該地では、苗木を栽培する予定となっております。  

 なお、六会・長後の地区協議会におきまして、法人の代表者と面談をし、就



14 

 

農計画等について確認しております。  

 なお、中間管理事業を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はご

ざいませんでした。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第５９号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第５９号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第７、報告第１５号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局からの説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第７、報告第１５号「農地の貸借の

合意解約通知について」、説明させていただきます。  

    番号１は、別の方に貸し付けるため、賃借権及び使用貸借権を合意解約する

旨の通知を受けたものであり、番号２から番号５は、番号１の解約に伴い、中

間管理機構が賃借権及び使用貸借権を合意解約する旨の通知を受けたもので

す。 

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１５号を終了いたします。 

    次に移ります。 

 日程第８、報告第１６号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

 松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 本件につきましては、まず１１ページから１２ペー

ジまでが「農地法第３条の３第１項の規定による届出」でございます。 

 御所見・遠藤地区が２件、六会・長後地区の２件、合計４件となっておりま

す。 

 続きまして、１３ページから１４ページまでが「農地法第４条第１項第８号

の規定による転用届出」でございます。 

 六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が６件、合計８件となってお

ります。 

 続きまして、１５ページから１８ページまでが「農地法第５条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

 御所見・遠藤地区が３件、六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が

６件、合計１１件となっております。 

 以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１６号を終了いたします。 

 以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。 

    事務局から報告事項等はございますか。  

    草柳主幹。 
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事務局（草柳真治主幹） 私から１点、ご報告をさせていただきます。 

    お手元にお配りしました「農地利用最適化交付金最適化活動実施報告書」で

ございますけれども、こちらは、先月、委員の皆様方から最適化活動の御報告

をいただいたところですけれども、そちらをまとめたものとなっております。

名前のほうは省略させていただきましたけれども、各委員の活動日数をこちら

に記載しておりますので、何かの参考にしていただいて、また、下半期のほう

は、改めて御報告いただく形になりますので、実績簿の作成を引き続きよろし

くお願いいたします。 

    事務局からは以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） そのほか、委員の皆様方から何か意見等ございましたらお願

いをいたします。 

それでは、以上をもちまして１１月の総会を閉会といたします。 

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をしていただき

まして、まことにありがとうございました。 

    ありがとうございました。 

 

閉会 午後３時  分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

  


